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保護者と連携できない
場合の対応は

町田市いじめ防止基本方針（2022年4月改訂）より

 保護者が連携する前提
でのマニュアルになっ
ている。

 保護者が連携しない場
合にはどうする？特に、
加害児童生徒の保護者
と連携できない場合に
はいじめの解決が困難
になるのでは。



 子ども家庭支援センター、児童相談所なども
連携相談先としてあげられている。

 加害者の保護者がカウンセリングや病院受診、
学校との連携等を拒否する場合などには、加
害者への必要な支援が行えない可能性がある。
そのような場合には、子ども家庭支援セン
ターや児童相談所に相談することも可能なの
か。

いじめ早期発見・早期対応リーフレット（教職員むけ）

保護者と連携できない場合の対応は



出席停止措置の具体的な基準は？
転校は、加害者にまずは促すべきでは？

町田市いじめ防止基本方針（2022年4月改訂）35ページ、48ページより

いじめ防止対策推進法より

 被害者が、加害者がいる学校への登校が
困難な場合には、まずは加害者に対して
転校を促す必要があるのでは。この書き
方では、真っ先に被害者に転校の相談を
持ちかけることになるのでは。

 出席停止は具体的にどのようなケースで
使えるのかをマニュアル内に明記する必
要があるのでは。
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